
ハローワークでのお仕事探しを予定している皆さまへ 

『ハローワークインターネットサービス』から 

 

                      を利用してみませんか？ 

求職申込み手続きのネット登録（仮登録） 

 『仮登録』ボタン 

「求職申込書（A4片面）」には、氏名・住所
等の他、これまでの職歴や免許・資格、希望
職種や希望条件等の項目があります。 

ハローワークにおいて、求職申込書を手書き
する必要がなくなります。 

これまでの職歴や免許・資格、希
望職種や希望条件等、入力項目が
多いため、入力データを一時保存
することができます。 

手書きよりキーボード入力を希望
される方にはお勧めです。 

注意！ 

１週間経過すると、登録された
データは削除されます。 

仮登録完了画面に表示さ
れるので、印刷する等に
より「仮登録番号」を控
えていただくか、PDF
ファイルで保存してくだ
さい。 

過去の登録情報を確認させていただきます。 



厚生労働省・都道府県労働局 ・ハローワーク 

◎求人情報とのマッチングに必要な情報を、じっくり検討しながら登録できます。 
 ☞ ご自分の職歴をすべて覚えていますか？ 
   適格なマッチングのためにも、詳細な情報の登録をお勧めします。 
◎ハローワークで所定の用紙に記入（鉛筆）する必要がありません。 
 ☞ ハローワークの登録手続きに要する時間から、記入時間を省略できます。 
◎ご不明な点は、ハローワークの窓口で職員にご確認ください。 
 
●仮登録された情報に空欄や不足がある場合は、ハローワークの職員が内容を確認させてい 
 ただきます。 
 ☞ 空欄が多い場合は、確認と登録に時間を要する場合があるため、可能な限り入力して  
  いただくことをお勧めします。 

『求職情報仮登録』を利用した手順 

『求職情報仮登録』のメリットと留意事項 

２  登録していただく情報は、入力の途中で 
  一時保存ができます。（CSVファイルがご 
  利用の端末に保存されます。） 

 
・希望条件をじっくり検討 
・履歴や職歴の整理 
⇒ 求人情報とのマッチング 
 に必要な情報です！ 

３  入力した情報を確認し、登録を確定。 
  仮登録完了画面に「仮登録番号」が表示 
  されます。 
 
ハローワークでの手続きに 
は、画面に表示される情報 
が必要になります。 

４  「仮登録番号」等の情報は、お手元に 
  控えておいてください。 
 
・メモに控える 
・印刷する 
・「保存」ボタンを押して 
 PDFファイルをパソコン 
 に格納する   

１  ハローワークインターネットサービス 
  から、求職情報の仮登録に必要な以下の 
  情報を入力します。 
 
①氏名、住所等の基本情報 
②就職についての希望条件 
③学歴・訓練受講歴等 
④経験した主な仕事 

６  ハローワークの窓口で「仮登録番号」 
  をお伝えください。 
 
「仮登録番号」を忘れた場合は、 
生年月日、お住まいの都道府県 
等の情報から検索できるので、 
ハローワークでご相談ください。 

５  仮登録を申し込んだ日から１週間以内 
  に、最寄りまたはご利用のハローワーク 
  へお越しください。 
 
１週間を経過すると、入力 
された仮登録情報は削除さ 
れるので、ご注意ください。 

ハローワークインターネットサービス ／ 求職申込み手続きのご案内 
      https://www.hellowork.go.jp/member/app_entryguide.html 


